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さくら市教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1条の 3第

1項の規定に基づき、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策に

ついてその根幹となる方針を定めるものです。また、さくら市教育振興基本計画

は本市における教育行政の基本方向を示すものです。 

今、社会は少子高齢化のさらなる進行、AI やビッグデータの活用がもたらす

Society5.0 への動き、価値観の多様化など、時代の大きな変化の中にあり、先

を見通すことがますます困難となっています。 

次代を担う子どもたちは、これらの変化を前向きに受け止め、人生をより豊か

にしていくためにどうすべきかを主体的に考え、多様な人々と協働しながら実

現するという「生きる力」を育むことが重要であり、予測困難な時代を見据えた

教育の重要性はますます高まっています。 

さくら市では令和元年 11 月にさくら市教育大綱を定め、その理念に則って教

育施策を進めてまいりましたが、こうした状況を背景として、本市の教育施策を

より効果的に進めていくため、さくら市教育大綱及び教育振興基本計画を改め

て策定することとします。 

なお、いずれも本市の教育に関する基本的な理念や方向性を示すものである

ことから、教育大綱と教育振興基本計画を一体として策定します。 

 

 

 

さくら市教育大綱・教育振興基本計画は本市教育行政の最上位計画として位

置づけ、策定にあたっては、国の第３期教育振興基本計画や栃木県教育振興基本

計画２０２５を参酌しながら、本市の最上位計画である第２次さくら市総合計

画の方針に沿って定めるものとします。 

 

 

 

計画期間は、関係各計画との整合等を図るため、令和６年度から令和１０年度

までの５年間とします。ただし、社会情勢の変化等により、必要に応じて適宜見

直しを行うものとします。 

 

策定の趣旨

計画の位置づけ

計画期間



2 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づき、教育委員

会が行う事務の管理及び施行の状況について、毎年点検及び評価を行います。各

施策の実施にあたっては、この事務の点検及び評価の結果を踏まえて、適宜改善

等を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

第３期計画
（国計画）

教育振興基本計画第４期計画
（国計画）

栃木県教育振興基本計画2025
（県計画）

次期計画
(予定)

さくら市
教育大綱

さくら市
教育大綱・教育振興基本計画

さくら市教育全体構想
（教育大綱・教育振興基本計画の実現手段として毎年度見直し）

第２次さくら市総合計画
後期基本計画

第３次さくら市
総合計画（予定）

参酌

方
針参酌

手段

◆計画の位置づけ

計画の進行管理

◆関係する他の計画と期間

第２次さくら市総合計画
国の第３期 

教育振興基本計画

・さくら市教育全体構想 

・第２次さくら市生涯学習推進計画 

・さくら市学校施設長寿命化計画　等

栃木県教育振興 

基本計画２０２５

参酌

参酌

個別計画

 

さくら市教育大綱・教育振興基本計画
教育分野の最上位計画

方針
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教育目標の実現を図るために、４つのステージにおいて基本目標を掲げ、実現

に取り組んでいます。 

 

 分　　野 基本目標

 
Ⅰ 学校教育 一人一人に生きる力の育成を目指す学校教育の充実

 
Ⅱ 社会教育 人と人をつなぐ家庭・地域づくりを目指す社会教育の充実

 
Ⅲ 青少年教育

さまざまな体験・交流をとおして、自分のよさをを見つけ

られる青少年教育の充実

 
Ⅳ 家庭教育支援 自立できる子どもの育成を目指す家庭教育支援の充実

心身共に健康で、生涯にわたり自己実現し、 

社会に貢献できる人づくり

気力・体力・学力№1 

凡事徹底の精神で教育の進化を目指します。 

目標を達成するために最も大切なことは小さな努力をこつこつと重ねるこ

と。当たり前のことを当たり前にやるのではなく、当たり前のことを人には真

似できないほど一生懸命にやることが大切です。

基本理念

教育目標

基本目標

さくら市教育大綱
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さくら市教育大綱に掲げられた４つのステージにおける基本目標の達成に向

けて、それぞれのステージとの相互連携を図りながら、総合的かつ横断的に施策

を展開してまいります。なお、下記に掲げた基本的な施策の具体的な実施内容に

ついては、さくら市教育全体構想を毎年度定めることとし、その中で示していく

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な施策

Ⅰ 学校教育 

　❶確かな学力の育成 

❷健やかな体の育成 

❸豊かな心の育成 

❹特別支援教育の充実 

❺いじめ・不登校・不適応等の 

未然防止・対応 

❻校種間の円滑な接続 

❼地域学習・国際理解教育の推進 

❽特色ある学校づくり 

❾ICT 機器を活用したデジタル教育

Ⅱ 社会教育 

　❶地域の教育力の向上　　　⓫利用者との協働 

　❷生涯学習の推進　　　　　⓬展示事業の充実 

　❸芸術文化活動　　　　　　⓭市民ギャラリーの活用 

　❹生涯スポーツの推進　　　⓮郷土の歴史・文化的資料の収集,保管,研究,活用 

　❺スポーツ施設の充実　　　⓯歴史・文化・芸術情報の発信 

　❻公民館講座の充実　　　　⓰文化財の保護と活用 

　❼自治公民館を活用しての交流推進 

　❽市民ニーズに基づく図書館サービスの向上 

❾図書館資料の整備充実 

　❿多様な学習機会の提供 

Ⅲ 青少年教育 

❶青少年健全育成・体験活動の充実 

Ⅳ 家庭教育支援 

❶家庭教育の充実・向上 

❷乳幼児教育の充実・向上

さくら市教育振興基本計画



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<お問い合わせ先> 

〒３２９－１４９２ 

栃木県さくら市喜連川４４２０－１ 

さくら市教育委員会事務局　学校教育課 

  電　話　０２８－６８６－６６２０ 

  ＦＡＸ　０２８－６８６－５３３６ 

Ｅメール　gakukyo@city.tochigi-sakura.lg.jp


